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第１章 総則 

１ 目的 

資源の有効な利用の確保と建設副産物の適正な処理を図るため、基本的な考え方や

目標等、当面実施すべき施策を内容とした「近畿地方における建設リサイクル推進計

画2009」及び「大阪府建設リサイクル推進計画2011」が策定された。これらに基づき、

建設副産物の排出の抑制、建設資材の再使用及び建設副産物の再資源化等の促進とい

う観点から、環境への負荷の少ない循環型社会の構築及び自然環境保全のため、資源

の循環的な利用が確保されることが重要である。 

このため、本ガイドラインは、本市におけるリサイクル計画書の作成など、建設事

業の計画・設計から積算、契約、施工の各段階の具体的な実施事項を取りまとめたも

のである。 

２ 適用範囲 

 本ガイドラインは、大阪市が実施する土木建築工事（以下「建設工事」）及びその

設計業務について適用する。 

３ 用語の定義 

本ガイドラインに掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。 

(1) 「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。 

(2) 「建設発生土」とは、建設工事に伴い副次的に得られた土砂（浚渫土を含む。） 

をいう。 

(3) 「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関す 

 る法律（昭和45年法律第137号。以下｢廃棄物処理法｣という。）第２条第１項に規 

 定する廃棄物をいう。以下同じ。）に該当するものをいう。 

(4) 「建設資材」とは、建設工事に使用する資材をいう。 

(5) 「建設資材廃棄物」とは、建設資材が廃棄物となったものをいう。 

(6) 「分別解体等」とは、次に掲げる工事の種別に応じ、それぞれに定める行為を 

 いう。 

ア 建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の全部又は一部を解 

体する建設工事（以下「解体工事」という。）においては、建築物等に用いら 

れた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を 

計画的に施工する行為 

イ 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事（以下「新築工事等」と 

いう。）においては、当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種 

類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為 

(7) 「再使用」とは、次に掲げる行為をいう。 

ア 建設副産物のうち有用なものを製品としてそのまま使用すること（修理を 

行ってこれを使用することを含む。） 

  イ 建設副産物のうち有用なものを部品その他製品の一部として使用すること 

(8) 「再生利用」とは、建設廃棄物を資材又は原材料として利用することをいう。 
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(9) 「熱回収」とは、建設廃棄物であって、燃焼の用に供することができるもの又 

 はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。 

(10) 「再資源化」とは、次に掲げる行為であって、建設廃棄物の運搬又は処分（再 

 生することを含む。）に該当するものをいう。 

ア 建設廃棄物について、資材又は原材料として利用すること（建設廃棄物を 

そのまま用いることを除く。）ができる状態にする行為 

イ 建設廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性の 

あるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為 

(11) 「縮減」とは、焼却、脱水、圧縮その他の方法により建設副産物の大きさを減 

ずる行為をいう。 

(12) 「再資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。 

(13) 「特定建設資材」とは、建設資材のうち、建設工事に係る資材の再資源化等に 

関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）施行令（平成12年政令第495号。） 

で定められた以下のものをいう。 

ア コンクリート 

イ コンクリート及び鉄から成る建設資材 

ウ 木材 

エ アスファルト・コンクリート 

(14) 「特定建設資材廃棄物」とは、特定建設資材が廃棄物となったものをいう。 

(15) 「対象建設工事」とは、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又は 

その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサイク 

ル法施行令で定める建設工事の規模に関する基準以上のものをいう。 

(16) 「建設副産物対策」とは、建設副産物の発生の抑制並びに分別解体等、再使用、 

再資源化等、適正な処理及び再資源化されたものの利用の推進を総称していう。 

(17) 「再生資源利用計画」とは、建設資材を搬入する建設工事において、資源の有 

効な利用の促進に関する法律（平成12年法律第113号。以下｢資源有効利用促進法｣

という。）に規定する再生資源を建設資材として利用するための計画をいう。 

(18) 「再生資源利用促進計画」とは、資源有効利用促進法に規定する指定副産物を 

工事現場から搬出する建設工事において、指定副産物の再利用を促進するための計 

画をいう。 

(19) 「発注者」とは、大阪市をいう。 

(20) 「設計業務受託者」とは、設計業務を受託する業者をいう。 

(21) 「元請業者」とは、発注者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者をい 

う。 

(22) 「下請負人」とは、建設工事を他のものから請け負った建設業を営む者と他 

の建設業を営む者との間で当該建設工事について締結される下請契約における請 

負人をいう。 

  (23) 「関係者」とは、発注者、設計業務受託者、元請業者、下請負人をいう。 

４ 基本方針 

 関係者は、建設工事の計画・設計、積算、施工に当たって、次に掲げる各号に基づ
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き建設副産物にかかる総合的対策を適切に実施しなければならない。 

(1) 建設副産物対策の基本的な考え方について 

   建設副産物対策の基本的な考え方は、まず、建設副産物の発生抑制、次に、工事 

に使用された建設資材の再使用を行い、これらの措置を行った後に発生した建設副 

  産物については、再生利用を行う。さらに、それが技術的な困難性、環境への負荷 

の程度等の観点から適切でない場合には、燃焼の用に供することができるもの又は 

その可能性のあるものについて、熱回収を行い、最後にこれらの措置が行われない 

ものについては、最終処分する。なお、発生した建設廃棄物については、廃棄物処 

理法に基づいた適正な処理を行う。 

(2) 建設副産物の発生抑制について 

   建設副産物の発生抑制に当たって、工事の計画・設計段階からの取組みを行な 

うことが最も重要であり効果的である。このため、工事目的物の用途、構造等に関 

する要求に対応しつつ、構造物等の耐久性の向上を図るとともに、維持管理及び修 

繕を容易にするなど、その長期的使用に資する設計に努める。また、建設副産物の 

発生が抑制される施工方法の採用や、建設資材を使用する設計に努める。 

(3) 建設副産物の再生利用について 

   建設副産物の再資源化を促進するため、建設副産物の分別解体及び再資源 

化に努めるとともに、その再資源化により得られた物を積極的に利用する。 

(4) 建設廃棄物の適正な処理について 

   工事から発生した建設廃棄物については、「建設工事から生ずる廃棄物の適正 

処理について（通知）」(平成23年3月30日付け環境省環廃産第110329004号)に従い、 

適正に処理する。また、処理内容に見合う処理費用（運搬費、処分費等）を適正に 

計上する。 

５ 関係者の責務 

(1) 発注者は、建設副産物の発生の抑制並びに分別解体等、建設廃棄物の再資源化 

等及び適正な処理の促進が図られるような工事の計画及び設計に努めなければな 

らない。 

(2) 発注者は、工事の発注に当たって、元請業者に対して、適切な費用を負担す 

るとともに、実施に関しての明確な指示を行うこと等を通じて、建設副産物の発生 

の抑制並びに分別解体等、建設廃棄物の再資源化等及び適正な処理の推進に努めな 

ければならない。 

(3) 発注者は、本ガイドラインが設計業務受託者及び元請業者に遵守されるよう、 

特記仕様書等に本ガイドラインの遵守を明記しなければならない。 

(4) 発注者は、再生資材の利用、再資源化施設への搬出等を実施する工事について 

は、利用・搬出等に関する条件を設計図書に記載しなければならない。なお、条件 

の変更がある場合は変更契約時に、設計図書に条件明示を行うものとする。 

(5) 設計業務受託者は、受託した業務の実施に当たって、本ガイドラインに基づき、 
建設副産物の発生抑制、再使用・再生利用及び適正処理について検討を行う。 
(6) 発注者及び元請業者は、工事で使用する資材、建設機械、工法及び工事目的物 
については、「大阪市グリーン調達方針（公共工事）」に従い、業務の趣旨や目的等 
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を踏まえ、当該方針に定められた環境物品等の調達に努めなければならない。 

(7) 元請業者は、工事の施工に当たって、建設副産物を排出する事業者として、建 
 設副産物対策を自ら適切に行うため、発注者との連絡調整管理及び施工体制の整備、 

下請負人への指導等について責任をもって行わなければならない。 

(8) 下請負人は、工事の施工に当たって、建設副産物対策に自ら積極的に取り組む 
 よう努めるとともに、元請業者の指導等に従わなければならない。 

６ 関係法令の遵守 

 関係者は、次に示す関係法令、要綱及び指針等に基づき建設副産物の発生を抑制し、

又は再使用若しくは再生利用を行うとともに、その処理に当たって、適正処理に努め

なければならない。 
(1)「循環型社会形成推進基本法（平成12年法律第110号）」（基本的な枠組み） 

(2)「廃棄物処理法」（適正処理の仕組み・役割り） 

(3)「資源有効利用促進法」（再生資源の利用促進・副産物の有効利用の促進等） 

(4)「建設リサイクル法」（分別解体及び再資源化等の義務付け） 

(5)「大阪府における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資 

源化等の促進等の実施に関する指針」（分別解体・再資源化等の促進に向けた方策等） 

(6)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）」 

（環境に配慮した資材の調達等） 

(7)「建設廃棄物処理指針」（建設系廃棄物の具体的な処理基準の明示） 

(8)「建設副産物適正処理推進要綱」（必要な基準等の明確化） 

(9)「リサイクル原則化ルール」（再生利用等に係る、原則として経済性に関わらず実施する事項） 

(10)「近畿地方における建設リサイクル推進計画2009」（近畿における目標と実施施策） 

(11)「大阪府建設リサイクル推進計画2011」（推進計画2009等に基づく実施施策の位置付け） 

(12)「大阪市グリーン調達方針」（グリーン購入法に基づく基本的な考え方・品目・判断基準） 

(13)「建設工事における産業廃棄物の処理に関する指導要綱」 

（元請業者等に対する指導事項） 

   第２章 計画期間と目標 

１ 計画期間 

本市の計画期間は、平成24年度から平成27年度までの４ヵ年とする。 

２ 目標指標と目標値設定の基本的な考え方 

 本市においては、循環型社会の構築の観点から、建設廃棄物の再資源化率（排出量

に対する再資源化及び再使用された量の比率）、再資源化・縮減率（排出量に対する

再資源化、縮減及び再使用された量の比率（以下、「再資源化等率」という。））及び

建設発生土の有効利用率（土砂利用量に対する建設発生土利用量の比率）を目標指標

とした。ここで目標値を設定する建設廃棄物は、コンクリート塊、アスファルト・コ

ンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥及び建設発生土とする。 

３ 目標年度 

 第２次循環型社会形成推進基本計画（目標年次；平成27年度）との整合を図るため、
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本市の目標年度は平成27年度とする。 
４ 目標値 

 目標値は次表のとおりとする。また、社会的情勢を踏まえつつフォローアップ、見 

直しを計画的に実施していくため、平成25年度に中間目標を定める。 

＜本ガイドラインの目標値＞ 

 
（※）「近畿地方における建設リサイクル推進計画2009」の平成27年度の目標値 
 
注:各品目の目標値の定義は次のとおり 
＜再資源化率＞ 
 ・アスファルト･コンクリート塊、コンクリート塊 ； （再使用量＋再生利用量）／排出量 
 ・建設発生木材 ； （再使用量＋再生利用量＋熱回収量）／排出量 
 ＜再資源化等率＞  
 ・建設発生木材 ； （再使用量＋再生利用量＋熱回収量＋焼却による減量化量）／排出量 
 ・建設汚泥 ； （再使用量＋再生利用量＋脱水等の減量化量）／排出量 
 ＜有効利用率＞ 
  ・建設発生土 ； （土砂利用量のうち土質改良を含む建設発生土利用量）／土砂利用量 
  ただし、利用量には現場内利用を含む 

   第３章 計画の進捗状況の検証 

１ 実施方法 

大阪市建設副産物対策連絡協議会において「建設副産物実態調査（全量調査）」を

毎年度実施し、本市における数値目標の達成状況を評価し、検証する。 

２ 目標値の見直し 

目標値は、検証の結果や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行

う。なお、目標値の検証を行うことにより建設リサイクル法の施行状況、建設リサイ

クル法基本方針における特定建設資材廃棄物の再資源化・縮減の目標達成状況等を確

認し、必要な措置を講じるものとする。 

対象品目 
平成19年
度（実績） 

平成21年
度（実績） 

平成25年度
（中間目標） 

平成27年
度目標 

平成27年 
度目標
（※） 

a)アスファルト・コ
ンクリート塊 

再資源
化率 

100％ 99.9％ 概ね100％ 
概ね
100％ 

98％以上 

b)コンクリート塊 100％ 100％ 概ね100％ 
概ね
100％ 

98％以上 

c)建設発生木材 88.3％ 80.5％ 97％ 98％ 80％ 

d)建設発生木材 再資源
化等率 

88.3％ 80.5％ 98％ 99％ 95％以上 

e)建設汚泥 91.2％ 80.6％ 93％ 95％ 85％ 

f)建設混合廃棄物 排出量 12,174.3t 3,352t ― ― 
H17比 
-40％ 
20万ｔ 

g)建設廃棄物全体 
再資源
化等率 

95.7％ 92.8％ 94％ 95％ 95％以上 

h)建設発生土 
有効利
用率 

70.4％ 87.9％ 87％ 90％ 90％ 
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   第４章 概略設計・予備設計・基本設計段階の実施事項 

１ 総合配慮 

発注者及び設計業務受託者は、建設工事の概略設計・予備設計・基本設計に当たっ 

て、次の事項に留意して設計を進めなければならない。 

 (1) 建築物等の長期的使用に配慮し、構造躯体等の耐久性の向上など長期的使用に 

  資する計画に努める。 

 (2) 建設副産物の発生の抑制に資する工法・資材等の採用を検討し、再生資源の利 

  用の促進に努める。 

 (3) 発生する建設副産物の種類、質、数量を把握し、種類別の再資源化、処分先を 

  検討する。 

２ リサイクル計画書の作成 

設計業務受託者は、リサイクル計画書（様式３）をできるだけ設計の早い段階から

検討し作成しなければならない。作成した計画書は、発注者の確認を受けなければな

らない。 

 

   第５章 詳細設計・実施設計段階の実施事項 

１ 総合配慮 

発注者及び設計業務受託者は、建設工事の詳細設計・実施設計に当たって、次の事

項に留意して設計を進めなければならない。 

 (1) 概略設計・予備設計・基本設計で検討した工法・資材の採用、再生資材の利用、 

建設副産物の処理方法などを明示する。 

 (2) 再生資材を利用する場合は、品質を明示する。 

２ リサイクル計画書の作成 

設計業務受託者（設計業務委託を実施しない場合は発注者）は、リサイクル計画書

（様式３）を作成しなければならない。なお、設計業務受託者が作成した場合は、発

注者の確認を受けなければならない。 

   第６章 積算段階の実施事項 

１ 配慮等 

発注者は、本ガイドラインの趣旨に従い、積算しなければならない。 
２ リサイクル計画書の作成 

発注者は、詳細・実施設計時に作成したリサイクル計画書の見直しが必要な場合は、

リサイクル計画書（様式３）を作成しなければならない。 

３ リサイクル阻害要因説明書の作成 

(1)  発注者は、２のリサイクル計画書の内容が第２章４に定める目標値に達しない 
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場合（目標値が定められている平成25年度及び平成27年度に工事完了予定のもの

に限る）は、リサイクル阻害要因説明書（様式４）を作成しなければならない。 

(2)  発注者は、(1)のリサイクル阻害要因説明書を作成した場合は、大阪市建設局 

管理部工務課へ送付しなければならない。 

 

   第７章 契約段階の実施事項 

１ 説明書の作成 

別添４及び５に定める対象工事の落札者は、速やかに建設リサイクル法第12条第１

項の規定により書面を作成し、発注者に説明をしなければならない。 

２ 契約書面の作成 

別添４及び５に定める対象工事の元請業者は、工事契約後速やかに建設リサイクル 
法第13条の規定により書面を作成し、発注者の確認を受けた後、契約書に添付しなけ 

ればならない。 

   第８章 施工段階の実施事項 

１ 元請業者の全体把握 

元請業者は、当該工事で発生するすべての建設副産物について、自らの責任で処理

又は処分を行い、その状況を把握しなければならない。 
２ 資材搬入の注意事項 

元請業者は、資材搬入に対して、下請負人も含めて次の事項について配慮しなけれ

ばならない。 

 (1) 現場への資材の搬入量が過大にならないこと。 

 (2) 造作材、型枠等の工場加工、ボード類の実寸搬入（プレカット）等により、現

場加工を低減すること。 

 (3) 現場への資材搬入は、できる限りパレット、ラック、コンテナを利用し、梱包

状態での搬入を避けること。 

 (4) 養生材、梱包材はできる限り簡素化し、再利用できるものを使用すること。 

３ 建設廃棄物の分別収集 

元請業者は、下請負人が排出するものも含めて、現場内等で再生利用するもの、中

間処理施設に搬入するもの、最終処分場に搬入するもの等それぞれの処理・再生利用

に応じた分別を行わなければならない。この際、搬入する処理施設の許可品目に応じ

た分別を行わなければならない。特に、安定型最終処分場の環境汚染が生じないよう

にするため、安定型産業廃棄物にそれ以外の廃棄物が付着混入しないよう、分別を徹

底しなければならない。 

なお、建設副産物と建設廃棄物の関係及び具体例、また現場分別の際の品目区分等

については、別添１に示すとおりである。 
４ 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書の作成 
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(1) 別添４及び５に定める対象工事の元請業者は、工事施工前15日までに再生資源 
利用計画書（様式１・イ）及び再生資源利用促進計画書（様式２・ロ）を作成し、 
発注者の確認を受けた後、各２部を発注者に提出（１部は施工計画書に添付、１部 

は建設リサイクル法第11条に基づく通知書の添付書類）しなければならない（別 
に１部を元請業者が１年間保存すること）。 
(2) 発注者は、元請業者から提出のあった再生資源利用計画書及び再生資源利用促 

進計画書の内容を確認したうえで、発注担当者チェック欄に確認者名を記載しなけ 

ればならない。 
５ 通知書の作成 

別添４及び５に定める対象工事の発注者は、建設リサイクル法第11条に基づく通知 
書（様式７）を作成し、工事に着手する日の前日までに特定行政庁に通知しなければ 
ならない。 

６ 告知書の作成 

別添４及び５に定める対象工事の元請業者は、建設リサイクル法第12条第２項に基

づく告知書（様式８）を作成し、下請負人に告知しなければならない。 
７ マニフェストシステムの実施 

(1) 元請業者は、建設廃棄物の処理を委託する場合、産業廃棄物処理業者と委託契 
約を締結するとともに、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェス 
トにより処理完了の確認を行い、発注者に報告しなければならない。 
(2) 産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）については、Ａ票、Ｂ２票、Ｄ票及びＥ票 
を発注者に提示し、確認を受けなければならない。なお、電子マニフェストの場合 
は、「電子マニフェストシステム(JWNET)受渡確認票」により、処分終了若しくは 
最終処分終了の確認を受けるものとし、各々、完成検査時に写しを提出しなければ 
ならない。また、排出事業者として保存義務が課せられているマニフェスト各票は、 
元請業者で必ず保管しなければならない。 

８ 再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成 

(1) 元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、計画数量を 

実数に置き換えた再生資源利用実施書（様式１）及び再生資源利用促進実施書（様 
式２）を作成し、発注者の確認を受けた後、各１部を発注者に提出（施工計画書に 

添付）しなければならない（別に１部を受注者が１年間保存すること）。 
(2) 発注者は、元請業者から提出のあった再生資源利用実施書及び再生資源利用促 

進実施書の内容を確認したうえで、発注担当者チェック欄に確認者名を記載しなけ 

ればならない。 

９ リサイクル阻害要因説明書の作成 
(1) 元請業者は、８の再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の内容が、  

 第２章４に定める目標値に達しない場合（目標値が定められている平成25年度及 

び平成27年度に工事完了のものに限る）や、リサイクル計画書と比較して10％以上
下がった場合はリサイクル阻害要因説明書を作成しなければならない。 

(2) 発注者は、(1)のリサイクル阻害要因説明書を作成した場合は、大阪市建設局管 

理部工務課に送付しなければならない。 
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10 発注者への報告等 

 元請業者は、再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、再生資源利用実施書 

及び再生資源利用促進実施書の電子データを発注者へ提出しなければならない。 
11 検査 

  発注者は、本ガイドラインに基づき検査時に建設廃棄物の処理が適正に進められて

いること及び書類が適切に作成されていることを検査しなければならない。 

 

12 リサイクル状況の集約 

(1) 別添４及び５に定める対象工事の発注者は、10の規定により提出された電子デ 

ータを、建設副産物対策近畿地方連絡協議会が実施する「建設副産物実態調査」の 

報告に併せて、原則として年１回、前年度分を各局単位で集約し、電子データを大 

阪市建設局管理部工務課へ提出しなければならない。ただし、大阪市建設局管理部 

工務課から別途、提出依頼がある場合は、この依頼に基づき提出しなければならな 

い。 

(2) 大阪市建設局は、(1)で提出されたものを集計して、本市の「建設副産物実態調 

査（全量調査）」とし、必要に応じて公表する。 

 
 

附則 
 本ガイドラインは平成 24年４月１日以降契約分から適用する。 
附則 
 本ガイドラインは平成26年４月１日以降契約分から適用する。 



別添１
建設副産物の分別区分

※出典：「建設リサイクルハンドブック２０１１」（編集･発刊／建設副産物リサイクル広報推進会議）

建
設
混
合
廃
棄
物

飛散性アスベスト廃棄物

ＰＣＢを含有したトランス、コンデンサ、蛍光灯安定器

揮発油類、灯油類、軽油類

(注)

(3)レンガ破片

工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず

（具体的には型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、抜根・伐

採材、木造解体材等）

廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイ

ヤ、廃シート類

鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプや保安塀くず

含水率が高く微細な泥状の掘削物

掘削物を標準ダンプトラックに山積みできず、またその上を人が歩

けない状態（コーン指数がおおむね200kN/m2以下又は一軸圧縮

強度がおおむね50kN/m2以下）

具体的には場所打杭、泥水シールド工法等で生じる廃泥水

ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴っ

て生じたものを除く）タイル衛生陶磁器くず、耐火れんがくず

建
 

設

 

副

 
産

 

物

(1)コンクリート破片

(2)アスファルト・コンクリート破片

・土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

・港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂、その他これに類するもの

 スクラップ等他人に有償で売却できるもの

廃油

廃石綿等

廃棄物処理法施行令で

定められた産業廃棄物

廃ＰＣＢ等及びＰＣＢ汚染物

産業廃棄物を処理するために処

理したもの

繊維くず

動物の死体

ばいじん

燃えがら

動物性固形不要物

動物のふん尿

防水アスファルト（タールピッチ類）、アスファルト乳剤等の使用残

さ

天然ゴムくず

動物性残渣

鉱さい

ゴムくず

廃

 

棄

 

物 木くず

廃油

ガラスくず、コンクリートくず

及び陶磁器くず
(工作物の新築、改築又は除去に

伴って生じたものを除く)

紙くず

産
業
廃
棄
物

特
別
管
理

産
業
廃
棄
物

一
般
廃
棄
物

廃プラスチック類

金属くず

廃酸

廃アルカリ

汚泥

一般廃棄物の具体的内容（例）

河川堤防や道路法面等の除草作業で発生する刈草、

道路の植樹帯等の管理で発生する剪定枝葉

工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる繊維くず

（具体的には廃ウエス、縄、ロープ類）

特
別
管
理

一
般
廃
棄
物

建設発生土

有　価　物

建
設
廃
棄
物

建
設
発
生
土
等

がれき類

工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる紙くず

（具体的には包装材、段ボール、壁紙くず）

工事から排出される産業廃棄物の具体的内容（例）

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、

その他これに類する不要物

注）廃棄物が分別されずに混在しているもの。

コンクリート塊

アスファルト・

コンクリート塊

建設汚泥

建設発生木材

10



推進計画フロー

別添２

設計担当 監督担当 設計業務受託者 元請業者（落札者）

概略設計
予備設計
基本設計
業務委託

提　　　　出

 

詳細設計
実施設計 提　　供
業務委託

　

　　提　　出 

積算

　

発注
（契約）

工事契約前

NO

　　　　　　　　　ＹＥＳ

工事契約時 NO

　　
　　　　　　　　　ＹＥＳ

　　　 　　　　

施工時
施工計画段階 提　　　　出 

提　供 NO

　　　　　　　　　　　　　　ＹＥＳ

工事着手前 　　

　　　　　　　　　　　　　通 　　知

※認定道路区域外の工事は、
都市計画局建築指導部建築確認課

施工段階

         　　　　　　　　
提　　　　出 

再資源化等完了時

NO

NO

送　　　　付 

工事完了時 提　　　　出 
（竣工書類）

　
とりまとめ

　　　　　　　　　　　建設副産物 実態調査

発注者 受注者
大阪市建設局管理部工務課 大阪市建設副産物対策連絡協議会

建設副産物の処理方針検討

リサイクル計画書作成

（様式３）

再生資源利用計画書（様式１・

イ）及び再生資源利用促進計画

書（様式２・ロ）の作成 ※１

建設副産物の処理方針検討

リサイクル阻害要因説明書作成

（様式４）
※第６章３の事項に該当する場合

リサイクル計画書作成

（様式３）

※直営の場合は設計担当

書面作成(法第13条)

(様式６－１～４)

※落札者作成

説明書(法第12条第１項)(様式５)

別表１～３

工程表（任意様式）

※落札者作成

通知書作成(法第11条)(様式７)

※工事着手の前日まで

告知書作成(法第12条第２項)(様式８)
※協力業者に対し、法第10条第1項第1号～第5

号までに掲げる事項を記載した書面を交付して

説明

リサイクル阻害要因説

明書協議

発注者への報告等

※１及び※２の電子データ

リサイクル計画書（積算段階）

（様式３）を作成
※詳細・実施設計時に作成したリサイクル

計画書の見直しが必要な場合

特記仕様書等に本ガイドライ

ンの遵守を明記

※内容の説明を受け、落札者の提示した分

別解体の方法が適正であることを確認

検討・指導
NO

YES

検討・指導
NO

YES

検討・指導

検討・指導

受領

受領

受領

受領 改善策を検討

受領

受領

受領

下請負人

検討・指導

契約書に添付

リサイクル阻害要因説明書作

成（様式４）
※第８章９の事項に該当する場合

検討・指導
ＹＥＳ

再生資源利用実施書（様式１）及

び再生資源利用促進実施書（様式

２）の作成 ※２

確認

ＹＥＳ

施工計画書に添付

施工計画書

に添付

特記仕様書等に本ガイドライ

ンの遵守を明記

特記仕様書等に本ガイドライ

ンの遵守を明記

※見直しが

必要な場合

交 付

受領・保管

交 付

※見直しが必要でない場合

11



建設リサイクル法届出フロー 別添３

１．分別解体等の実施義務（法第９条）
　　特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、
  その規模が建設工事規模に関する基準以上のもの（以下「対象建設工事」という。）
２．特定建設資材（法第２条）
　　コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
３．対象建設工事の種類と規模の基準（法第９条）
対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計　　　　　８０平方メートル
建築物の新築・増築工事 床面積の合計　　　　５００平方メートル
建築物の修繕・模様替等の工事（リフォーム等） 請負代金の額　　　　　　　　　　　１億円
建築物以外の工作物の工事（土木工事等） 請負代金の額　　　　　　　　　５００万円

事前説明（法第１２条）　様式５
・解体の場合は建築物等の構造
・新築の場合は特定建設資材の種類
・工事着手の時期及び工程の概要
・分別解体の計画
・解体する建築物等の建設資材の量の見込み

元請業者（落札者）

入　　札

発　　注　　者

書面の確認（法第１２条）
・落札者の提示した分別解体等の方法が適切か

書面の確認（法第１３条）
・分別解体等の方法等の記載事項の確認

請負契約書への記載事項（法第１３条）
　　　　　　　　　　　様式６－１～４
・分別解体等の方法
・解体工事に要する費用
・特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う
　ための施設の名称及び所在地
・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用

施工計画の一環
再生資源利用計画書
（様式１・イ）
再生資源利用促進計画書
（様式２・ロ）

完了報告（法第１８条）
再生資源利用実施書
（様式１）
再生資源利用促進実施書
（様式２）

契　　　約

分別解体等及び再資源化等の実施
（法第９条及び法第１６条）

完　　　了

書面の確認（法第１８条）
・再資源化等の適正処理状況の確認

分別解体等及び再資源化等が適正に実施され
ているか施工の把握

着　　　手

対象建設工事の事前届出（法第１０条）
届出先　土木工作物のうち認定道路区域内の工事：建設局
　　　　建築物及び土木工作物のうち認定道路区域外の
        工事：計画調整局

対象建設工事の事前通知（法第１１条）　様式７
通知先　土木工作物のうち認定道路区域内の工事：建設局
　　　　建築物及び土木工作物のうち認定道路区域外の
        工事：計画調整局

12



別添４

作成時期 作　成　書　類 様式 添付資料 作　成　者 提出先 根拠等 対象工事

概略設計・予備設
計・基本設計時

リ　サ　イ　ク　ル　計　画　書 様式３ ― 設計業務受注者
　　設計担当
（成果品の一部）

本ガイドライン

詳細設計・実施設計
時

リ　サ　イ　ク　ル　計　画　書 様式３ ―
設計担当
　又は

設計業務受注者

　　設計担当
（成果品の一部）

本ガイドライン

リ　サ　イ　ク　ル　計　画　書 様式３ ― 設計担当 ― 本ガイドライン

リサイクル阻害要因説明書 様式４ ― 設計担当 建設局工務課 本ガイドライン 第６章３の事項に該当する場合

工事契約前 説明書 様式５
・別表１～３
・工程表（任意様式） 落札者 設計担当 法第12条第１項

工事契約時 法第13条書面 様式６－３，４ ― 落札者
設計担当が記載事
項確認した後、契
約書に添付

法第13条
省令第４条

13 施工時
(施工計画段階)

再生資源利用計画書
再生資源利用促進計画書

様式１・イ
様式２・ロ

― 元請業者 施工計画書に添付 本ガイドライン

請負金額１００万円以上の建設工事
（建設資材の利用量が、土砂や砕石は10㎥、塩化ビニル
管・継手は1,000kg、その他は１トンに満たない工事、建設副
産物の発生・搬出量が、廃塩化ビニル管・継手及び廃プラ
スチックは1,000kg、建設発生土は10㎥、その他は１トンに
満たない工事は除く）

通知書〔工事に着手する日の前日までに通知す
ること〕
（現場で工事を始める前。仮設工事含む）

様式７
・再生資源利用計画書
・再生資源利用促進計画書
・付近見取り図

各監督事業所 特定行政庁 法第11条

告知書
様式８

法第10条第１項第１号から第５
号までに掲げる事項を記載した
書面

元請業者 下請負人 法第12条第２項

再生資源利用実施書
再生資源利用促進実施書

様式１
様式２

― 元請業者 施工計画書に添付
法第18条第１項及
び本ガイドライン

最終の設計変更（積算）後の契約金額が１００万
円以上の建設工事

リサイクル阻害要因説明書 様式４ ― 元請業者 建設局工務課 本ガイドライン 第８章９の事項に該当する場合

工事完了時
(竣工書類)

再生資源利用計画書（実施書）電子データ
再生資源利用促進計画書（実施書）電子データ

様式１・イ、様式１
様式２・ロ、様式２ ― 元請業者 各監督事業所 本ガイドライン

最終の設計変更（積算）後の契約金額が１００万
円以上の建設工事

　根拠法

　法：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）

　省：特定建設資材に係る分別解体等に関する省令（平成14年国土交通省令第17号）

再資源化等完了時

設計金額１００万円以上の建設工事
（建設資材の利用量が、土砂や砕石は10㎥、塩化ビニ
ル管・継手は1,000kg、その他は１トンに満たない工
事、建設副産物の発生・搬出量が、廃塩化ビニル管・
継手及び廃プラスチックは1,000kg、建設発生土は10
㎥、その他は１トンに満たない工事は除く）

　建設リサイクル関係書類【土木工事】

特定建設資材（Ｃｏ殻、Ａｓ殻、発生木材等）を用
いた建築物等に係る解体工事又は特定建設資
材を使用する新築工事かつ、請負代金の額が５
００万円以上の建築物以外の工作物に関する工
事（土木工事等）である場合に作成

（告知書については、下請契約に先立ち、元請
業者から下請負人に交付）

特定建設資材（Ｃｏ殻、Ａｓ殻、発生木材等）を用
いた建築物等に係る解体工事又は特定建設資
材を使用する新築工事かつ、請負代金の額が５
００万円以上の建築物以外の工作物に関する工
事（土木工事等）である場合に作成

工事設計書作成時
（積算段階）

工事着手前



別添５

作成時期 作　成　書　類 様式 添付資料 作　成　者 提出先 根拠等 対象工事

概略設計・予備設
計・基本設計時

リ　サ　イ　ク　ル　計　画　書 様式３ ― 設計業務受注者
　　設計担当
（成果品の一部）

本ガイドライン

詳細設計・実施設計
時

リ　サ　イ　ク　ル　計　画　書 様式３ ―
設計担当
　又は

設計業務受注者

　　設計担当
（成果品の一部）

本ガイドライン

リ　サ　イ　ク　ル　計　画　書 様式３ ― 設計担当 ― 本ガイドライン

リサイクル阻害要因説明書 様式４ ― 設計担当 建設局工務課 本ガイドライン 第６章３の事項に該当する場合

工事契約前 説明書 様式５
・別表１～３
・工程表（任意様式） 落札者 設計担当 法第12条第１項

工事契約時 法第13条書面
様式６－1，２，

４
― 落札者

設計担当が記載事
項確認した後、契
約書に添付

法第13条
省令第４条

14 施工時
(施工計画段階)

再生資源利用計画書
再生資源利用促進計画書

様式１・イ
様式２・ロ

― 元請業者 施工計画書に添付 本ガイドライン

請負金額１００万円以上の建設工事
（建設資材の利用量が、土砂や砕石は10㎥、塩化ビニル
管・継手は1,000kg、その他は１トンに満たない工事、建設副
産物の発生・搬出量が、コンクリート塊は10トン、廃塩化ビ
ニル管・継手及び廃プラスチックは1,000kg、建設発生土は
10㎥、その他は１トンに満たない工事は除く）

通知書〔工事に着手する日の前日までに通知す
ること〕
（現場で工事を始める前。仮設工事含む）

様式７
・再生資源利用計画書
・再生資源利用促進計画書
・付近見取り図

各監督事業所 特定行政庁 法第11条

告知書
様式８

法第10条第１項第１号から第５
号までに掲げる事項を記載した
書面

元請業者 下請負人 法第12条第２項

再生資源利用実施書
再生資源利用促進実施書

様式１
様式２

― 元請業者 施工計画書に添付
法第18条第１項及
び本ガイドライン

最終の設計変更（積算）後の契約金額が１００万
円以上の建設工事

リサイクル阻害要因説明書 様式４ ― 元請業者 建設局工務課 本ガイドライン 第８章９の事項に該当する場合

工事完了時
(竣工書類)

再生資源利用計画書（実施書）電子データ
再生資源利用促進計画書（実施書）電子データ

様式１・イ、様式１
様式２・ロ、様式２ ― 元請業者 各監督事業所 本ガイドライン

最終の設計変更（積算）後の契約金額が１００万
円以上の建設工事

　根拠法

　法：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）

　省：特定建設資材に係る分別解体等に関する省令（平成14年国土交通省令第17号）

再資源化等完了時

設計金額１００万円以上の建設工事
（建設資材の利用量が、土砂や砕石は10㎥、塩化ビニ
ル管・継手は1,000kg、その他は１トンに満たない工
事、建設副産物の発生・搬出量が、コンクリート塊は
10トン、廃塩化ビニル管・継手及び廃プラスチックは
1,000kg、建設発生土は10㎥、その他は１トンに満た
ない工事は除く）

特定建設資材（Ｃｏ殻、Ａｓ殻、発生木材等）を用
いた建築物等に係る解体工事又は特定建設資
材を使用する新築工事かつ、床面積の合計が８
０㎡以上の建築物の解体工事、床面積の合計
が５００㎡以上の建築物の新築・増築工事、又は
請負代金の額が１億円以上の建築物の修繕・模
様替（リフォーム等）等工事である場合に作成

（告知書については、下請契約に先立ち、元請
業者から下請負人に交付）

特定建設資材（Ｃｏ殻、Ａｓ殻、発生木材等）を用
いた建築物等に係る解体工事又は特定建設資
材を使用する新築工事かつ、床面積の合計が８
０㎡以上の建築物の解体工事、床面積の合計
が５００㎡以上の建築物の新築・増築工事、又は
請負代金の額が１億円以上の建築物の修繕・模
様替（リフォーム等）等工事である場合に作成

　建設リサイクル関係書類【建築工事】

工事設計書作成時
（積算段階）

工事着手前



平成 年 日

（税込） ㎡ 階

平成 年 月 日 ㎡ 階

平成 年 月 日

年 月 日

小分類

再生資源

利用率

（B）/（A）*100

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（m3）

（kg）

（kg）

（kg）

(締めｍ3)

(締めｍ3)

（m3）

（m3）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

階数（地上）

階数（地下）

使途

（トン）

（トン）

（トン）

(締めｍ3)

再生資材利用量(B)

月記入年月日

工事責任者

調査票記入者

建築面積

延床面積

構造

再生資材の名称

（税込）

FAX

左記金額のうち

特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

再資源化等が完了した年月日

平成

再　生　資　材　の　供　給　元　場　所　住　所施工条件内容供給元種類

－「建設リサイクルガイドライン」、「建設リサイクル法第11条通知別表」対応版－

TEL

加盟団体名

請負会社名

建設業許可　または

解体工事業登録

会社所在地

請負金額

工期（開始）

工期（終了）

工事種類

施工条件の内容

左　　　記　　　の　　　う　　　ち、　　　再　　　生　　　資　　　材　　　の　　　利　　　用　　　状　　　況　　　　　（再生資材を利用した場合に記入して下さい）

再生資材の供給元施設、工事等の名称

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（kg）

（kg）

（トン）

（トン）

（m3）

（m3）

（m3）

（kg）

（トン）

(締めｍ3)

(締めｍ3)

(締めｍ3)

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

利用量（A)

建　設　資　材　（新材を含む全体の利用状況）

分　類

特
定
建
設
資
材

（トン）

主な利用用途

合　　　　　　計

合　　　　　　計

合　　　　　　計

合　　　　　　計

合　　　　　　計

合　　　　　　計

合　　　　　　計

合　　　　　　計

コンクリート

コンクリート及
び鉄から成
る建設資材

木材

アスファルト
混合物

土砂

砕石

塩化ビニル
管・継手

そ
の
他
建
設
資
材

石膏ボード

その他の
建設資材

合　　　　　　計

担当者

TEL

規　格

工事施工場所

（地先等）

工事概要等

2.建設資材利用計画

15

様式１・イ

1.工事概要

発注機関名

工事名

再生資源利用計画書　－建設資材搬入工事用－

発注担当者チェック欄



搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

再生資源利用

促　進　率

（②+③+⑤）

/ ①（％）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（トン）

（地山m3）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（kg）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

⑤再生資源

利用促進量

（トン）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（地山m3）

うち現場内改良分

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（kg）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（kg）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

④現場外搬出量
搬出先の
種類

運搬距離搬　出　先　場　所　住　所
施工条件

の内容

減　量　化

減量法 区分搬　出　先　名　称

現　場　外　搬　出　に　つ　い　て

（トン）

③減量化量

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（トン）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（トン）

（トン）

（トン）

うち現場内

改良分

（トン）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（kg）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

浚 渫 土

（建設汚泥を除く）

合計

その他の分別
された廃棄物

混合状態の廃棄物

（建設混合廃棄物）

第　一　種
建設発生土

第　二　種
建設発生土

建設発生木材B

（立木、除根材などが廃

棄物となったもの）

建 設 汚 泥

金属くず

廃塩化ビニル管
・継手

第　三　種
建設発生土

第　四　種
建設発生土

コンクリート塊

建設発生木材A

（柱、ボードなど木製資材

が廃棄物となったもの）

アスファルト・
コンクリート塊

その他がれき類

特

定

建

設

資

材

廃

棄

物

建

設

廃

棄

物

廃プラスチック

（塩化ビニル管・

継手を除く）

廃石膏ボード

紙くず

アスベスト
（飛散性）

建

設

発

生

土

様式２・ロ

2.建設副産物搬出計画

建設副産物の種類

場外搬出時の
性状

再生資源利用促進計画書　－建設副産物搬出工事用－

①発生量
（掘削等）
=②+③+④

現　場　内　利　用

用途 ②利用量

16



平成 年 日

（税込） ㎡ 階

平成 年 月 日 ㎡ 階

平成 年 月 日

年 月 日

小分類

再生資源

利用率

（B）/（A）*100

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（m3）

（kg）

（kg）

（kg）

(締めｍ3)

(締めｍ3)

（m3）

（m3）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

階数（地上）

階数（地下）

使途

（トン）

（トン）

（トン）

(締めｍ3)

再生資材利用量(B)

月記入年月日

工事責任者

調査票記入者

建築面積

延床面積

構造

再生資材の名称

（税込）

FAX

左記金額のうち

特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

再資源化等が完了した年月日

平成

再　生　資　材　の　供　給　元　場　所　住　所施工条件内容供給元種類

－「建設リサイクルガイドライン」、「建設リサイクル法第18条再資源化報告」、「H20建設副産物実態調査」対応版－

TEL 津田

加盟団体名

請負会社名

建設業許可　または

解体工事業登録

会社所在地

請負金額

工期（開始）

工期（終了）

工事種類

施工条件の内容

左　　　記　　　の　　　う　　　ち、　　　再　　　生　　　資　　　材　　　の　　　利　　　用　　　状　　　況　　　　　（再生資材を利用した場合に記入して下さい）

再生資材の供給元施設、工事等の名称

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（kg）

（kg）

（トン）

（トン）

（m3）

（m3）

（m3）

（kg）

（トン）

(締めｍ3)

(締めｍ3)

(締めｍ3)

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

利用量（A)

建　設　資　材　（新材を含む全体の利用状況）

分　類

特
定
建
設
資
材

（トン）

主な利用用途

合　　　　　　計

合　　　　　　計

合　　　　　　計

合　　　　　　計

合　　　　　　計

合　　　　　　計

合　　　　　　計

合　　　　　　計

コンクリート

コンクリート及
び鉄から成
る建設資材

木材

アスファルト
混合物

土砂

砕石

塩化ビニル
管・継手

そ
の
他
建
設
資
材

石膏ボード

その他の
建設資材

合　　　　　　計

担当者

TEL

規　格

工事施工場所

（地先等）

工事概要等

2.建設資材利用実施
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様式１

1.工事概要

発注機関名

工事名

再生資源利用実施書　－建設資材搬入工事用－

発注担当者チェック欄



搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

搬出先1 km

搬出先2 km

再生資源利用

促　進　率

（②+③+⑤）

/ ①（％）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（トン）

（地山m3）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（kg）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

⑤再生資源

利用促進量

（トン）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（地山m3）

うち現場内改良分

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（kg）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（kg）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

④現場外搬出量
搬出先の
種類

運搬距離搬　出　先　場　所　住　所
施工条件

の内容

減　量　化

減量法 区分搬　出　先　名　称

現　場　外　搬　出　に　つ　い　て

（トン）

③減量化量

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（トン）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（トン）

（トン）

（トン）

うち現場内

改良分

（トン）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（地山m3）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（kg）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

（トン）

浚 渫 土

（建設汚泥を除く）

合計

その他の分別
された廃棄物

混合状態の廃棄物

（建設混合廃棄物）

第　一　種
建設発生土

第　二　種
建設発生土

建設発生木材B

（立木、除根材などが廃

棄物となったもの）

建 設 汚 泥

金属くず

廃塩化ビニル管
・継手

第　三　種
建設発生土

第　四　種
建設発生土

コンクリート塊

建設発生木材A

（柱、ボードなど木製資材

が廃棄物となったもの）

アスファルト・
コンクリート塊

その他がれき類

特

定

建

設

資

材

廃

棄

物

建

設

廃

棄

物

廃プラスチック

（塩化ビニル管・

継手を除く）

廃石膏ボード

紙くず

アスベスト
（飛散性）

建

設

発

生

土

様式２

2.建設副産物搬出実施

建設副産物の種類

場外搬出時の
性状

再生資源利用促進実施書　－建設副産物搬出工事用－

①発生量
（掘削等）
=②+③+④

現　場　内　利　用

用途 ②利用量
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様式３
（□概略設計・予備設計・基本設計）
（□詳細設計・実施設計）
（□積算段階）　　　

１．設計概要

２．建設資材利用計画
② 現場内利用量 ③ 再生材利用量 ④ 新材利用量 ⑤ 再生資源利用率

（②＋③）/①×100

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％

　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥ ％

㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ％

ｋ　ｇ ｋ　ｇ ｋ　ｇ ｋ　ｇ ％

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％

　※建設資材の利用量が、土砂や砕石は10㎥、塩化ビニル管・継手は1,000kg、その他は１トンに満たない場合は省略できるものとする。

３．建設副産物搬出計画
⑦ 現場内利用 ⑧ 他工事への ⑨ 再資源化施設 ⑩　ストックヤード ⑪ 現場内利用率 ⑪ 有効利用率 備　　　考
（減量化量） 搬出量 　 への搬出量 　　への搬出量 （⑦／⑥×100)（(⑦+⑧+⑨+⑩)/⑥×100)

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％ ％

ト　ン

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％ ％

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％ ％

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％ ％

ト　ン

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％ ％

ト　ン

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％ ％

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％ ％

ｋ　ｇ ｋ　ｇ ｋ　ｇ ｋ　ｇ ％ ％

ｋ　ｇ ｋ　ｇ ｋ　ｇ ｋ　ｇ ％ ％

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％ ％

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％ ％

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％ ％

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％ ％

　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥ ％ ％

　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥ ％ ％

　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥ ％ ％

　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥ ％ ％

　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥ ％ ％

　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥　　　　　　地山㎥ ％ ％

ト　ン ト　ン ト　ン ト　ン ％ ％

　　・第１種建設発生土…砂、礫及びこれらに準ずるもの。 ・第４種建設発生土…粘性土及びこれらに準ずるもの。（第3種建設発生土を除く)

　　・第２種建設発生土…砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの。 ・泥土（浚渫土）  …浚渫土のうち概ねｑｃ２以下のもの。

　　・第３種建設発生土…通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの。

　※建設副産物の発生・搬出量が、廃塩化ビニル管・継手及び廃プラスチックは1,000kg、建設発生土は10㎥、

　　その他は１トン（ただし、建築工事（附帯設備含む）におけるコンクリート塊は10トン）に満たない場合は省略することができるものとする。

発 注 機 関 名

工 事 名

工 事 場 所

工 事 概 要 等

工 期 （ 予 定 ）

建 設 資 材 ① 利　用　量

ア ス フ ァ ル ト 混 合 物

土 砂

コ ン ク リ ー ト
コンクリート及び鉄から成る建設資材

木 材

砕 石

　※最下段には、その他の再生資材を使用する場合に記入する。

石 膏 ボ ー ド

塩 化 ビ ニ ル 管 ・ 継 手

建 設 副 産 物 の 種 類 ⑥ 発　生　量

アスファルト･コンクリート塊

そ の 他 が れ き 類

コ ン ク リ ー ト 塊

建 設 発 生 木 材 A
（柱、ボードなど木製資材が廃棄物となったもの）

紙 く ず

アスベスト（飛散性）

建 設 発 生 木 材 B
（立木、除根材などが廃棄物となったもの）

建 設 汚 泥

泥 土 （ 浚 渫 土 ）

合 計

金 属 く ず

廃塩化ビニル管・継手
廃プラスチック（塩化ビニル管・継手を除く）

廃 石 膏 ボ ー ド

　※【概略設計・予備設計・基本設計時】利用可能量等は、現時点で算出可能なものとする。

　※建設発生土の区分(既存資料から判断するものとする)

　※建設汚泥、建設発生木材の「⑦現場内利用」の欄には、上段に現場内利用、下段に現場内での減量化量を記入する。

その他の分別された廃棄物

混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）

建
設
発
生
土

第１種建設発生土

第２種建設発生土

第３種建設発生土

第４種建設発生土

　※「⑩ストックヤードへの搬出量」には、他工事に再利用されることが予定される場合のみ記入する。

　※「他工事」には、他機関の公共工事や民間工事も含む。

　※建設副産物搬出計画について、基本的には全量を再利用することを原則として計画する。

　リ　サ　イ　ク　ル　計　画　書　　

備　　　　　　　考

　※【概略設計・予備設計・基本設計時】地図、航空写真、踏査等から検討する。
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［ ％］ ［ ％］ ［ ％］

（ ％） （ ％） （ ％）

［ ％］ ［ ― ％］ ［ ％］

（ ％） （ ― ％） （ ％）

夜間工事のため再生材の搬入ができない

道路管理者の指示により再生材の使用ができない

１．設計概要

発　　注　　機　　関　　名

工　 期　（　 予 　定 　）

２．建設資材利用使用予定　　【新材を使用する理由について】

　　　　　　　　　　　　　　 建設資材の種類
新材使用の理由

工　　事　　概　　要　　等

再資源化施設がない

再生材の規格が仕様に適合しない

※再生材には現場発生材、工事間利用による発生材を含む。

※土砂については、埋戻し、盛土、築堤、海面埋立等に新材(埋戻し用砂、しゃ断層用砂等の購入材)を使用する場合に記入する。

※砕石については、路盤、基礎、裏込等に新材(クラッシャラン、粒度調整砕石等)を使用する場合に記入する。

夜間工事のため搬出先が指定できない

再利用できる現場がない

再資源化施設の受入容量が減少した

再生材の供給量が減少した

再生材の供給場所がない

夜間工事のため搬出先が指定できない

再利用できる現場がない

※アスファルト混合物については、舗装に新材(アスファルト混合物等)を使用する場合に記入する。

３．建設副産物搬出予定(１)　　【発生土の自由処分、コンクリート塊等を処分する理由について】

建設発生土 コンクリート塊
アスファルト・コン

クリート塊
備　考

（その他特記事項記入）

様式４

　リサイクル阻害要因説明書　（当初・変更）

工　　　　　事　　　　　名

工　　　事　　　場　　　所

土　砂 砕　石 アスファルト混合物 備　考
（その他特記事項記入）（購入土砂等） （再生砕石以外） （　新材　）

その他(具体的に理由を備考欄に記入する）

目標値を達成できない理由

再資源化施設がない

再利用できる規格に適合しない

その他(具体的に理由を備考欄に記入する）

有害物質が混入している

建設汚泥 建設混合廃棄物 建設発生木材

備　考
（その他特記事項記入）

※建設発生土の処分について、工事間流用、仮置き場への搬入用以外の場合に記入する。

※コンクリート塊及びアスファルト塊については、現場から直接最終処分場へ搬出する場合に記入する。

　　建設副産物搬出予定（２）　　【建設汚泥等を最終処分する理由について】

目標値を達成できない理由

再利用できる規格に適合しない

再資源化施設の受入容量が減少した

※建設汚泥については、現場から直接最終処分場へ搬出する場合に記入する。

※建設発生木材については、現場から直接最終処分場へ搬出する場合及び現場から焼却のみ行う中間処理施設へ搬出する場合に記入する。

有害物質が混入している

その他(具体的に理由を備考欄に記入する）

建設副産物

建設副産物
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説 明 書 

（法第12条に基づく説明） 
 

                           平成  年  月  日 

（発注者） 

大 阪 市 長 様 

 

                 住所又は事務所所在地                      

                  商号又は名称                          

                 氏名又は代表者氏名                                

電話番号                                          

 

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 12条第 1項の規定により、対象建設工事
の分別解体等の計画等に係る事項について、次のとおり説明します。 
                     

記 

 

１．工事の名称                                     

 

２．工事の場所                                            

 

３. 説明内容 

一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 

二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類 

三 工事着手の時期及び工程の概要 

四 分別解体等の計画 

五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見

込み 

 

４. 添付資料（該当する事項の□欄に、「レ」を付すこと。） 

  ①別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの） 

□別表1（建築物に係る解体工事） 

□別表2（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

□別表3（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事（土木工事等）） 

  ②工程の概要を示す資料  

    □工程表 

様式５ 
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別表 1                                           （A4） 
 建築物に係る解体工事  

  □欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。 

分別解体等の計画等 
建築物の構造 □木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造 

□鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他（            ） 

建築物に関する 
調査の結果 

建築物の状況 築年数     年、棟数    棟 
その他（                     ） 

周辺状況 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 
        □病院 □その他（        ） 
敷地境界との最短距離 約     ｍ 
その他（                                  ） 

建築物に関す
る調査の結果
及び工事着手
前に実施する
措置の内容 

 
 建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容 

作業場所 作業場所 □十分 □不十分 
その他（      ） 

 

搬出経路 障害物 □有（  ） □無 
前面道路の幅員 約    ｍ 
通学路 □有 □無 
その他（                 ） 

 

残存物品 □有 
（                 ） 
□無 

 

特定建設資材への
付着物 

□有（□飛散性石綿（吹付け石綿、石

綿含有ロックウール等） 

□非飛散性石綿（石綿含有ビニ

ル床タイル等） 

□その他（         ）） 

□無 

大気汚染防止法、大阪府生活環境の保
全等に関する条例に基づく届出につ
いて 
□届出済 □届出予定 □届出対象外 

その他 
（特定建設資材に
付着していない、解
体時に発生する有
害物質） 

□有（□飛散性石綿（吹付け石綿、石
綿含有断熱材・保温材 等） 

□非飛散性石綿（石綿含有スレ
ート板等 使用面積     ㎡ ） 
□その他（               ） ） 

□無 

 
大気汚染防止法、大阪府生活環境の保
全等に関する条例に基づく届出につ
いて 
□届出済 □届出予定 □届出対象外 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法 

工 程 作業内容 分別解体等の方法 
①建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の取り外し  

□有 □無 
□ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 
併用の場合の理由（     ） 

②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し  
□有 □無 

□ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 
併用の場合の理由（     ） 

③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し 
□有 □無 

□ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

④基礎・基礎ぐい 基礎･基礎ぐいの取り壊し  
□有 □無 

□ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

⑤その他 
（        ） 

その他の取り壊し  
□有 □無 

□ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

工事の工程の順序 □上の工程における①→②→③→④の順序 
□その他（                           ） 
その他の場合の理由（                      ） 

□内装材に木材が含まれる
場合 

①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前取り外し 
□可 □不可 
不可の場合の理由（                       ） 

建築物に用いられた建設 
資材の量の見込み               トン 

廃
棄
物
発
生
見
込
量 

特定建設資材廃棄物の
種類ごとの量の見込み
及びその発生が見込ま
れる建築物の部分 

種類 量の見込み 発生が見込まれる部分（注） 
□コンクリート塊  

    トン 
□① □② □③ □④ 
□⑤ 

□アスファルト・コンクリート塊 
  トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ 

□建設発生木材 
  トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ 

（注） ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他 
備考 
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別表 2                                           （A4） 
  建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）  

分別解体等の計画等 
使用する特定建設資材の種類 □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 

□アスファルト・コンクリート □木材 

建築物に関す
る調査の結果 

建築物の状況 築年数   年、棟数   棟 
その他（                     ） 

周辺状況 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 
        □病院 □その他（        ） 
敷地境界との最短距離 約   ｍ 
その他（                     ） 

建築物に関
する調査の
結果及び工
事着手前に
実施する措
置の内容 

 建築物に関する調査の結果 工事着手手前に実施する措置の内容 
作業場所 作業場所 □十分 □不十分 

その他（         ） 
 

 

搬出経路 障害物 □有（  ）□無 
前面道路の幅員 約    ｍ 
通学路 □有 □無 
その他（               ） 

 

特定建設資材への
付着物（修繕・模様
替工事のみ） 
 

□有 
（        ） 
□無 

 

その他  
 
 

 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容 

工程 作業内容 
①造成等 造成等の工事 □有 □無 

 
②基礎・基礎ぐい 基礎･基礎ぐいの工事 □有 □無 

 
③上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 

 
④屋根 屋根の工事 □有 □無 

 
⑤建築設備・内装等 
 建築設備・内装等の工事 □有 □ 無 

⑥その他 
（         ） 

その他の工事 □有 □無 
 

廃
棄
物
発
生
見
込
量 

特定建設資材廃棄物の種
類ごとの量の見込み並び
に特定建設資材が使用さ
れる建築物の部分及び特
定建設資材廃棄物の発生
が見込まれる建築物の部
分 

種類 量の見込み 発生が見込まれる部分又は使用す
る部分（注） 

□コンクリート塊 
   トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

□アスファルト・コンクリート塊 
 トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

□建設発生木材 
 トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

（注） ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他 
備考 
 
 
 

 

    
□欄には、該当個所に「レ」を付すこと。 
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別表 3 
                                             （A4） 

 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事（土木工事等）  

分別解体等の計画等 
工作物の構造 

（解体工事のみ） 
□鉄筋コンクリート造 □その他（                       ） 

工事の種類 
□新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 
□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話 
□その他（                             ） 

使用する特定建設資材の種類
（新築・維持・修繕工事のみ） 

□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 
□アスファルト・コンクリート □木材 

工作物に関する 
調査の結果 

工作物の状況 
 

築年数   年 
その他（                     ） 

周辺状況 
 

周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 
        □病院 □その他（           ） 
敷地境界との最短距離 約    ｍ 
その他（                     ） 

工作物に関する調査の
結果及び工事着手前に
実施する措置の内容 

 工作物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容 
作業場所 作業場所 □十分 □不十分 

その他（        ） 
 

 

搬出経路 障害物 □有（   ）□無 
前面道路の幅員 約   ｍ 
通学路 □有 □無 
その他（       ） 

 

特定建設資材への付着
物（解体・維持・修繕工
事のみ） 

□有 
（         ） 
□無 

 

その他 
 
 

  

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法 

工程 作業内容 分別解体等の方法 
（解体工事のみ） 

①仮設 仮設工事 □有 □無 □ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

②土工 土工事 □有 □無 □ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

③基礎 基礎工事 □有 □無 □ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

④本体構造 本体構造の工事 □有 □無 □ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 本体付属品の工事 □有 □無 □ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

⑥その他 
（        ） 

その他の工事 □有 □無 □ 手作業 
□ 手作業・機械作業の併用 

工事の工程の順序 
（解体工事のみ） 

□上の工程における⑤→④→③の順序 
□その他（                           ） 
その他の場合の理由（                      ） 

工作物に用いられた建設資材の
量の見込み（解体工事のみ）             トン 

廃
棄
物
発
生
見
込
量 

特定建設資材廃棄物の種類ご

との量の見込み（全工事）並

びに特定建設資材が使用され

る工作物の部分（新築・維持・

修繕工事のみ）及び特定建設

資材廃棄物の発生が見込まれ

る工作物の部分（維持・修繕・

解体工事のみ） 

種類 量の見込み 発生が見込まれる部分 
又は使用する部分（注） 

□コンクリート塊 
トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

□アスファルト・コンクリート塊 
トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

□建設発生木材 
トン 

□① □② □③ □④ 
□⑤ □⑥ 

（注） ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他 
備考 

 

   □欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。 
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法第１３条及び省令第４条に基づく書面 

（建築物に係る解体工事用） 

 

１．分別解体の方法 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

工   程 作  業  内  容 分別解体等の方法 

①建築設備・内装材等 建築設備・内装材の取外し 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

併用の場合の理由（    ） 

②屋根ふき材 屋根ふき材の取外し 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

併用の場合の理由（    ） 

③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取壊し 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

 

④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取壊し 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

 

⑤その他（      ） その他の取壊し 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

 

  ※当てはまる□に「レ」印を記入。 

 

 

２．請負代金のうち解体工事に要する費用                     円 

  （受注者の見積金額） 

 

 

３．特定建設資材廃棄物の再資源化等を行うための施設の名称及び所在地 

  （特定建設資材廃棄物について記載されていればよい） 

 

 別紙のとおり 

 

 

４．請負代金のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用          円 

  （受注者の見積金額） 

 

 

様式６－１ 
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法第１３条及び省令第４条に基づく書面 

（建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)用） 

 

１．分別解体の方法 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

工   程 作  業  内  容 分別解体等の方法 

①造成等 造成等の工事 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

③上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

④屋根 屋根の工事 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑤建築設備・内装等 建築設備・内装等の工事 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑥その他（      ） その他の工事 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

   

 

  ※当てはまる□に「レ」印を記入。 

 

 

２．請負代金のうち解体工事に要する費用                     円 

（受注者の見積金額） 

 

 

 

３．特定建設資材廃棄物の再資源化等を行うための施設の名称及び所在地 

  （特定建設資材廃棄物について記載されていればよい） 

 

 別紙のとおり 

 

 

４．請負代金のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用          円 

  （受注者の見積金額） 

 

様式６－２ 
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法第１３条及び省令第４条に基づく書面 

（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)用） 

 

１．分別解体の方法 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

工   程 作  業  内  容 分別解体等の方法 

①仮設 仮設工事 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

②土木 土工事 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

③基礎 基礎工事 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

④本体構造 本体構造の工事 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 本体付属品の工事 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑥その他（      ） その他の工事 

□有       □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

   

 

  ※当てはまる□に「レ」印を記入。 

 

 

２．請負代金のうち解体工事に要する費用                     円 

  （受注者の見積金額） 

 

 

 

３．特定建設資材廃棄物の再資源化等を行うための施設の名称及び所在地 

  （特定建設資材廃棄物について記載されていればよい） 

 

 別紙のとおり 

 

 

４．請負代金のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用          円 

  （受注者の見積金額） 
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様式６－３ 



 

 

(法第１３条及び省令第４条に基づく書面の裏紙) 

 

別 紙 

特定建設資材廃棄物 

の種類 
施 設 の 名 称 所 在 地 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

※受注者が選択した施設を記載(品目ごとに複数記入可) 

※特定建設資材廃棄物の種類は、「コンクリート」「コンクリート及び鉄から成る建設資材」「木材」 

「アスファルト・コンクリート」の４種類から選択して記入 

 

様式６－４ 
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通 知 書 
平成  年  月  日 

 

   大 阪 市 長 様 
 

               工事発注者 発注者名：  
               （通知提出者）所属名：  
                      職氏名： 
                     電話番号：   －    － 
 
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１１条の規定により、次のとおり通知します。 

 
記 

 
 
 
               

工 
 
事 
 
内 
 
容 

工事名  
施工場所 大阪府大阪市   区     丁目 
工事概要 □建築物に係る解体工事 □建築物に係る新築又は増築の工事 

□建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 
□建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（           ）注１ 
工事の規模 

建築物に係る解体工事      用途   、階数   、工事対象床面積    ｍ2 
建築物に係る新築又は増築の工事 用途   、階数   、工事対象床面積    ｍ2 
  建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 
             用途   、階数   、請負代金      万円（税込） 
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等   請負代金      万円（税込） 

工  期 平成  年  月  日 ～ 平成  年   月  日 
工事着手予定日：平成  年   月  日 

 
受

注

者 

会社名  
現場代理人  
所在地 〒  － 

 
電話番号 －   － ＦＡＸ －   － 

□ 欄には該当箇所にレを付すこと。 
※ 受付番号： 
注1) 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は工事の具体的な種類を記入する。（例：舗装、築堤、

土地改良等） 

 

様式７ 
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告  知  書 
 

                          平成   年   月   日 

（下請負人） 

             様 

 

                 氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)                          

                 （郵便番号   －    ）電話番号   －    －     

                   住所                                                           

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 12 条第 2 項の規定により、対象建設工事

の分別解体等の計画等に係る事項について、次のとおり告知します。 

 

記 

 

１．工事の名称                                                            

 

２．工事の場所                                                            

 

３．告 知 内 容 

一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 

二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類 

三 工事着手の時期及び工程の概要 

四 分別解体等の計画 

五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見

込み 

 

４．添 付 資 料 （該当事項の□欄に「レ」を付すか「■」とする） 
 

①別表（別表1～3のいずれかに必要事項を記載したもの） 

□別表1（建築物に係る解体工事） 

□別表2（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

□別表3（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

②工程の概要を示す資料 

□工程表  

様式８ 
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